
 
 

 

 
 
 

裏面も御覧下さい 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お知らせ 
介護保険料率が上がります。 
平成２１年３月１日～ 

０．５６５％ → ０．５９５％（個人負担分） 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

真真真面面面目目目七七七分分分不不不真真真面面面目目目三三三分分分   
    
「人間らしく生きるためには七分は真面目人間、三分は不真面目人間で生活するのが、『生きる知恵』という

べきであろう。」「沈黙」と「ぐうたら人間学」とが同居する作家遠藤周作らしい名言である。 
社会で普通に一人前と認められている人は、ほぼ例外無く真面目人間である。真面目でなくては生きてゆけない

からだ。しかし、真面目一途では疲れ果てていつか壊れてしまう。どこかで少しの休息や息抜きが必ず必要である。

サウナ⇒スナック⇒カラオケが私の定番コースである。                    （竹内） 
                                         

労労労災災災保保保険険険料料料率率率ががが改改改定定定ささされれれままますすす
 

 
 
  
   
 
 

２００９年３月 Ｎｏ．５１ 

 

　 　 全 ５ ４ 業 種 中 、 料 率 の 引 き 下 げ が ３ ８ 業 種 、 引 き 上 げ が ５ 業 種 、
    据 置 き が １ １ 業 種 と な り ま す

労 災 保 険 率 表 （ 一 部 ） 　 （ 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 改 定 ） 　
事 業 の 種 類 の 分 類 事 　 　 業 　 の 　 種 　 類 改 定 前 改 定 後

石 灰 石 鉱 業 又 は ド ロ マ イ ト 鉱 業 ４ ６ ／ １ ０ ０ ０ ３ ０ ／ １ ０ ０ ０
そ の 他 の 鉱 業 ２ ８ ／ １ ０ ０ ０ ２ ４ ／ １ ０ ０ ０
水 力 発 電 施 設 、 ず い 道 等 新 設 事 業 １ １ ８ ／ １ ０ ０ ０ １ ０ ３ ／ １ ０ ０ ０
道 路 新 設 事 業 ２ １ ／ １ ０ ０ ０ １ ５ ／ １ ０ ０ ０
舗 装 工 事 業 １ ４ ／ １ ０ ０ ０ １ １ ／ １ ０ ０ ０
鉄 道 又 は 軌 道 新 設 事 業 ２ ３ ／ １ ０ ０ ０ １ ８ ／ １ ０ ０ ０
建 築 事 業 （ 既 設 建 築 物 設 備 工 事 業 を 除 く ） １ ５ ／ １ ０ ０ ０ １ ３ ／ １ ０ ０ ０
機 械 装 置 の 組 立 て 又 は 据 付 の 事 業 １ ４ ／ １ ０ ０ ０ ９ ／ １ ０ ０ ０
そ の 他 の 建 設 事 業 ２ １ ／ １ ０ ０ ０ １ ９ ／ １ ０ ０ ０
食 料 品 製 造 業 （ た ば こ 等 製 造 業 を 除 く ） ７ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ６ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
た ば こ 等 製 造 業 ６ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ５ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
繊 維 工 業 又 は 繊 維 製 品 製 造 業 ５ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ４ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
木 材 又 は 木 製 品 製 造 業 １ ８ ／ １ ０ ０ ０ １ ５ ／ １ ０ ０ ０
パ ル プ 又 は 紙 製 造 業 ７ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ７ ／ １ ０ ０ ０
印 刷 又 は 製 本 業 ５ ／ １ ０ ０ ０ ４ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
化 学 工 業 ６ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ５ ／ １ ０ ０ ０
陶 磁 器 製 品 製 造 業 １ ７ ／ １ ０ ０ ０ １ ８ ／ １ ０ ０ ０
金 属 精 錬 業 （ 非 鉄 金 属 精 錬 業 を 除 く ） ７ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ７ ／ １ ０ ０ ０
非 鉄 金 属 精 錬 業 ７ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ８ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
金 属 材 料 品 製 造 業 （ 鋳 物 業 を 除 く ） ８ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ７ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
鋳 物 業 １ ８ ／ １ ０ ０ ０ １ ９ ／ １ ０ ０ ０
金 属 製 品 製 造 業 又 は 金 属 加 工 業 １ ４ ／ １ ０ ０ ０ １ １ ／ １ ０ ０ ０
洋 食 器 、 刃 物 、 手 工 具 、 又 は 一 般 金 物 製 造 業 ９ ／ １ ０ ０ ０ ７ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
め っ き 業 ８ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ６ ／ １ ０ ０ ０
機 械 器 具 製 造 業 ７ ／ １ ０ ０ ０ ６ ． ５ ／ １ ０ ０ ０

電 気 機 械 器 具 製 造 業 ４ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ３ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 ６ ／ １ ０ ０ ０ ５ ／ １ ０ ０ ０
船 舶 製 造 又 は 修 理 業 ２ ２ ／ １ ０ ０ ０ ２ ３ ／ １ ０ ０ ０
計 量 器 、 光 学 機 械 、 時 計 等 製 造 業 ４ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ３ ／ １ ０ ０ ０
そ の 他 の 製 造 業 ８ ／ １ ０ ０ ０ ７ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
交 通 運 輸 事 業 ５ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ５ ／ １ ０ ０ ０
貨 物 取 扱 事 業 １ ３ ／ １ ０ ０ ０ １ １ ／ １ ０ ０ ０
湾 岸 貨 物 取 扱 事 業 １ ３ ／ １ ０ ０ ０ １ ２ ／ １ ０ ０ ０
湾 岸 荷 役 業 ２ ３ ／ １ ０ ０ ０ １ ７ ／ １ ０ ０ ０
電 気 、 ガ ス 、 水 道 又 は 熱 供 給 の 事 業 ４ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ３ ． ５ ／ １ ０ ０ ０
ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業 ６ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ６ ／ １ ０ ０ ０
通 信 業 、 放 送 業 、 新 聞 業 又 は 出 版 業 ４ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ３ ／ １ ０ ０ ０
卸 売 業 、 小 売 業 、 飲 食 店 又 は 、 宿 泊 業 ５ ／ １ ０ ０ ０ ４ ／ １ ０ ０ ０
金 融 業 、 保 険 業 又 は 不 動 産 業 ４ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ３ ／ １ ０ ０ ０
そ の 他 の 各 種 事 業 ４ ． ５ ／ １ ０ ０ ０ ３ ／ １ ０ ０ ０

　 　  　 （ 石 田 ）

電 気 、 ガ ス 、 水 道 又 は 熱 供 給 の 事 業

そ の 他 の 事 業

鉱 　 　 　 　 　 業

建 　 設 　 事 　 業

製 　 　 造 　 　 業

運 　 　 輸 　 　 業



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがその内容を保証 

するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合についても、一切責任を負いかねます。また特定の商品 

を奨励または中傷するものではありません。 
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              平成２１年度税制改正 
 

 

 

 

現在、国会にて平成２１年度税制改正が審議中です。３月中旬を目途に正式決定されることが見込まれます

が、特に重要な改正項目をまとめてみました。 

 

 

 

 

中小法人等の軽減税率の引き下げ 

現在２２％の軽減税率が、さらに引き下げられ１

８％になります。 

中小法人等の繰戻還付制度の復活 

例えば、前年度は黒字だったが、経営が悪化して今

年度に赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税

の還付を受けることができます。 

省エネ設備等の即時償却制度の創設 

一定の省エネ設備等を購入した場合、初年度に全額

減価償却が可能になります。 

 

 

 

 

住宅ローン減税の大幅拡充 

現行最大１６０万円の住宅ローン減税が、最大５０

０万円まで拡充されます。 

証券優遇税制の延長 

上場株式等の配当・譲渡所得にかかる軽減税率が、

平成２３年末まで延長されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非上場株式等にかかる相続税の納税猶予

制度の創設 
一定の要件をクリアした中小企業の株式の相続

について、相続税の納税猶予ができるようになり

ます。 

 

非上場株式等にかかる贈与税の納税猶予

制度の創設 
一定の要件をクリアした中小企業の株式の贈与

について、贈与税の納税猶予ができるようになり

ます。 

 

 

 

 

 

 

長期譲渡所得の１，０００万円特別控除

制度の創設 
平成２１年・２２年中に取得した土地等を５年 

間保有後に売却した場合、譲渡益から最大 

１， ０００万円の特別控除が可能になります。 

個人・法人ともに適用可能です。 

 

土地等を先行取得した場合の課税の特例 
平成２１年・２２年中に土地等を取得し、以後 

１０年以内に、保有する別の土地を売却した場 

合、その売却益の一定額を繰り延べることがで 

きます。法人および個人事業者に適用可能です。 

 

                                       (大寺)

 

 

 

 

 

 
 

さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 
                       
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   ：kimutake@js4.so-net.ne.jp    

TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

法人税関連 

所得税関連 

資産税関連 

土地関連 


